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2010年から2011年にかけて、通信・放送インフラ関係

の諸法令について、大きな立法上の動きがあった。マジコ
ン事件を契機にアクセスコントロール技術の保護につい
ても法整備が進められている。さらに、マルウェアの作成
等を処罰対象とする不正指令電磁的記録に関する処罰
規定、通信履歴の保全要請をはじめ、サイバー犯罪の捜
査手続に関する諸規定を盛り込んだ通称「サイバー刑法」
も成立した。以下、国会で可決成立した順に説明する。

「放送法等」の 2010 年改正	 	
（通信・放送融合法制）

第176回国会で放送法等の一部改正が可決成立し、こ
れによって60年ぶりに通信・放送法体系の見直しが行わ
れた。総務省によれば、主として「通信・放送分野におけ
るデジタル化の進展に対応した制度の整理・合理化を図
るための改正」である。これまで通称「通信・放送融合法
制」と呼ばれてきたものの一部である。（資料4-1-1参照）
この法整備によって、各種の放送形態ごとに並立して
いた複数の法制度が統合された。具体的には、有線放
送関連の電気通信役務利用放送法、有線テレビジョン
放送法、および有線ラジオ放送法が廃止されて、放送法
に一本化された。同時に、通信関連の有線放送電話法
も廃止されている。これまで放送法は適用対象を電波
（無線）に限定していたが、上記統合によって、無線・有
線を問うことなく適用されることになった。その一方、
新たに放送が「基幹放送」と「一般放送」に区分された。
基幹放送とは、放送用に「専ら又は優先的に」割り当

てられた周波数を使用する放送をいう。一般放送とは、

基幹放送以外の放送をいう。
基幹放送については、無線局の設置・運用（ハード）と

放送の業務（ソフト）を分離するかどうか、弾力的に決定
できることになった。分離を希望する者のために、無線局
の「免許」と放送業務の「認定」に手続を分離する制度を
設ける一方、分離ではなく一致を希望する地上放送事業
者のために、「免許」のみで足りる現行制度も併存させた。
一般放送に該当する有線テレビジョン放送、有線ラジ

オ放送、および電気通信役務利用放送については、参
入制度を見直し、これまで「許可」「登録」等であったも
のが、「登録」を原則とする制度に統合された。ただし、
一般放送のうち有線ラジオ放送等は「届出」で足りる。
放送法関係では、ほかにも、マスメディア集中排除原
則の基本の法定化、放送における安全・信頼性の確保、
放送番組の種別の公表、有料放送における提供条件の
説明等、再放送同意に係る紛争処理に関するあっせん・
仲裁制度の整備が行われている。
電波法は、放送・通信を問わず、無線を使用するもの
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に適用されるが、同法の関係でも見直しが進められた。
まず、通信・放送両用無線局の制度の整備が行われ
た。これは、無線局の主たる目的に支障のない範囲で、
1つの無線局を通信にも放送にも利用しうるよう、無線
局の免許制度を改正するものである。同時に、免許を受
けた後に、許可を受けて無線局の目的を変更すること
も可能となった。他にも、免許不要局の拡大、携帯電話
基地局の免許の包括化等が図られている。
電気通信事業法関係では、紛争処理機能の拡充、二
種指定事業者に係る接続会計制度の創設等が図られた。
放送法等の一部改正に伴って、著作権法も一部改正さ

れた。改正後の放送法等と条文を一致させるため、主とし
て放送関係の規定に手が加えられたものである。したがっ
て、実質的な内容変更ではない。あくまでも形式的なもの
にすぎないから、ここでは指摘しておくだけにとどめる。

電波法（2011 年改正）
電波法2011年改正によって、電波の有効利用を促進

する見地から、電波利用料の適正性を確保するために
料額が改定された。具体的には、電波の経済的価値を反
映させるため、使用周波数幅に応じた負担部分が拡大
される一方、無線局数に応じた負担部分が縮小された。
次に、通信量の増加に対応するためには、既存無線局

の周波数変更を含めた大胆な周波数再編の迅速化を図
る必要がある。そのため、特定基地局（携帯電話基地
局）を新規開設しようとする者が、既存無線局の周波数
変更に要する費用を負担することによってサービスを早

期開始しうるように、その負担に関する事項が開設指針
の規定事項および開設計画の記載事項に追加された。

電気通信事業法（2011 年改正）
かねてから、わが国では2015年頃を目途に全世帯に
おけるブロードバンドサービスの利用が目標とされてお
り、そのための政策の1つとして「NTTの在り方を含め
た競争政策の推進」が課題とされてきた。このため、電
気通信市場における競争政策について、これまで電気
通信事業法等の見直しが重ねられてきた。しかし、なお
も市場支配力の濫用防止が不十分とされてきた。
そこで、今回の電気通信事業法の改正では、第一種
指定電気通信設備を設置する電気通信事業者による反
競争的行為（接続情報の目的外利用等）の防止を目的と
する規制の実効性を確保するため、次の措置が取り入
れられた。まず、上記事業者の業務委託先子会社が反
競争的行為を行わないよう、当該事業者に対し当該子
会社の適切な監督が義務付けられた。第二に、上記設
備を設置する電気通信事業者と他の電気通信事業者と
の間の適正な競争関係を確保するため、当該設備を設
置する電気通信事業者に対し、設備部門と営業部門と
の隔離等、接続業務に関して知ることができた情報を
適正に管理するための体制整備が義務付けられた。

日本電信電話株式会社等に関する法律	
（2011 年改正）

電気通信事業法の改正と同時に、日本電信電話株式

資料4-1-2  不正競争防止法改正前のコントロール回避規制

出所　経済産業省「技術的制限手段に係る不正競争防止法の見直しの方向性について」

不正競争防止法 著作権法
民事的救済 刑事罰 民事的救済 刑事罰

アクセス
コント
ロール

回避行為 なし なし なし なし
回避機器等の製造 なし なし なし なし

回避機器等の提供等 差止請求権
損害賠償請求権 なし なし なし

回避サービスの提供 なし なし なし なし

コピー
コント
ロール

回避行為 なし なし 差止請求権 10年以下の懲役1000万円以下の罰金（併科も可）
回避を伴う複製 なし なし 差止請求権 なし

回避を伴う私的複製 なし なし なし なし
回避機器等の製造 なし なし なし 10年以下の懲役1000万円以下の罰金（併科も可）

回避機器等の提供等 差止請求権
損害賠償請求権 なし なし 10年以下の懲役1000万円以下の罰金（併科も可）

回避サービスの提供 なし なし なし 10年以下の懲役1000万円以下の罰金（併科も可）
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会社等に関する法律（NTT法）も改正された。具体的に
は、NTT東西が保有する設備等を活用して行う電気通
信業務（県をまたがるIP通信サービス等）等に関する現
行の認可制が、事前届出制へと緩和された。電気通信
事業者相互の競争を促進するためのものである。

不正競争防止法（改正）
デジタルコンテンツを保護するための技術的対策は、

「コピーコントロール」と「アクセスコントロール」に大別
することができる。ところが、こうした両コントロール
技術を回避するための新規技術も開発されており、い
わば両技術が「いたちごっこ」を繰り広げてきた。それ
に終止符を打つために、不正競争防止法と著作権法
が、回避技術に対する法規制（コントロール回避規制）
を加えてきた。従来の規制内容については、資料4-1-2
を参照されたい。
著作権法はコピーコントロールだけを対象としている

が、不正競争防止法は従来から双方を「技術的制限手
段」と位置付けて規制対象としてきた。両法律ともに回
避機器等の提供等を禁じている点で共通するが、著作
権法のみが、その製造、回避サービスの提供、そして回
避を伴う複製行為を対象としている点で広い。これに

対し、両法律ともに回避行為それ自体は対象としてい
ない。刑事罰は著作権法のみが設けている。
こうした中で、マジコン事件をはじめとする近時にお
ける状況の変化等を踏まえ、コントロール回避規制の強
化が検討されてきた。著作権法の改正案は本書執筆時
点では提出されていないのに対し、不正競争防止法に
ついては2011年度の通常国会で可決成立した。
同法の規制対象装置等については、今回の改正前

は、機器メーカーの事業活動を過度に抑制することを
避けるため、営業上用いられている技術的制限手段を
回避する機能「のみ」を有する装置等が規制対象とされ
てきた（「のみ」要件）。しかし、近時における状況の変化
等を踏まえ、今回の改正によって「のみ」要件が削除さ
れる一方、回避以外の機能を併有する場合について、
適正な限定をするため、影像の視聴等を当該技術的制
限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供
するために行うものに限るものとした。さらに回避のた
めの装置の部品一式であって容易に組み立てることが
できるものも対象とした。罰則も拡大されている。
今回の改正では、営業秘密の保護強化も図られてお

り、営業秘密侵害罪に関する刑事訴訟の審理の場で、
営業秘密の保護を図るための措置が新設されている。

資料4-1-3   「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律」－サイバー関係の法整備

手続法の整備

・電子計算機損壊等業務妨害罪（刑法234条の2）の未遂の処罰

・コンピュータ・ウィルスの作成・供用等の罪の新設 〔作成・提供・供用：3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、取得・保管：2年以下の懲役又は30万円以下の罰金〕

・わいせつ物頒布等の罪（刑法175条）の構成要件の拡充 →不特定・多数の者にわいせつ画像をメールで送信する行為を処罰対象に含める

実体法の整備

保全要請の規定の整備

接続サーバ保管の自己作成データ等の差押えの導入

差押えの執行方法の整備

記録命令付差押えの新設

一体的利用の接続サーバからデータを複写
【対象】差押え対象のコンピュータで作成・変更した電磁的記録等を保管するために
使用されていると認めるに足りる状況にあるものとして、令状で特定された範囲
【例】メールボックス、ストレージサーバの特定記録領域など

コンピュータの差押えに代えて、データをCD-R等に複写・移転・印刷し、CD-R等を
差し押さえることを可能とする

プロバイダ等の協力者を想定捜査機関による
CD-R等の差押え

捜査機関による
CD-R等の差押え

捜査機関による
パソコン等の差押え

記録命令
付

差押許可
状

差押許可
状

差押許可
状

CD-R等への
記録を命令

必要なデータを記録

・差押え又は記録命令付差押えの必要がある場合に、プロバイダ等に対し、業務上記録している通信履歴の電磁的記録（通信ログ）を30日を超えない期間（特に必要があり、延長する場合に
は、通じて60日を超えない期間）消去しないよう、書面で要請できるものとする。

出所　法務省「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」
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情報処理の高度化等に対処するための	
刑法等の一部を改正する法律

通称「サイバー刑法」と呼ばれる上記法案が成立し、
それによって刑法と刑事訴訟法などが一部改正され
た。本法案は、すでに国会が承認したサイバー犯罪条約
への対応を、主たる目的としている。数年前から旧政権
の下で同様の法案が国会に提出されてきたが、同条約
と無関係な共謀罪などと抱き合わせられたので反対が
強く、成立に至らなかった。これを除外した本法案が、
改めて現政権の下で提出され、2011年6月17日に成立
した。以下、インターネット関連の部分に絞って解説す
る。全体については資料4-1-3参照。
第一に刑法が一部改正された。その中心は、コン

ピューターウイルスなどマルウェアの作成・供用等を対象
とする「不正指令電磁的記録に関する罪」の新設である。
まず、168条の2（不正指令電磁的記録作成等）は、①

「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿う
べき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる
べき不正な指令を与える電磁的記録」（同条1項1号）、
および②「前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令
を記述した電磁的記録その他の記録」（同項2号）を、「不
正指令電磁的記録」として位置付けた上、正当な理由が
ないのに、人の電子計算機における実行の用に供する
目的で、これを作成又は提供する行為が新たに処罰対
象とした（同条1項柱書）。正当な理由がないのに、上記
①を人の電子計算機における実行の用に供する行為
も、未遂を含めて処罰対象となった（同条2項・3項）。
正当な理由がないのに、同条1項の目的で、上記①また

は②を取得または保管する行為を処罰対象とする「不正
指令電磁的記録取得等の罪」（168条の3）も設けられた。
結局、正当な理由がないのに、人の電子計算機におけ

る実行の用に供する目的で行われる、作成、取得、保管、
および提供の各行為と、供用行為が処罰対象となった。
参議院での法案審議段階で、処罰範囲の明確化を主

張する声が強かったので、今後は、処罰範囲の明確化に
向けた、さらなる啓発活動等が求められる。
刑法関係では、他に電子計算機損壊等業務妨害未遂

の処罰（234条の2第2項）、わいせつ物頒布等の罪の処
罰対象の拡充（175条）も図られた。
第二に刑事訴訟法も一部改正され、ITの発展に対応

可能な捜査手続が、次のとおり整備された。
①	差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で
接続している記録媒体からの複写が可能となった（99
条2項）。これによって、コンピューターが差押え対象物
である場合に、それによって作成したメールが保管され
たメールサーバーや、当該コンピューターで作成した文
書ファイルが保管されたストレージサービスのサーバー
などから、それらの電磁的記録を当該コンピューターに
コピーして差し押さえることができる。
②記録命令付差押えも新設された（99条の2）。保管

者等に命じて、必要な電磁的記録を他の記録媒体に記
録させて、裁判官の令状を得て差し押さえしうる。
③電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代えて、電

磁的記録を他の記録媒体に複写等して差し押さえるこ
とも可能となった（110条の2）。
④保全要請制度が新設された（99条2項）。プロバイ

ダーなどに対し、差押え等のために必要があるときに、
業務上実際に記録している通信履歴のうち必要なもの
を特定した上で、一時的に消去しないよう求めるもので
ある。したがって、無令状で通信履歴を取得すること
を、捜査機関に認めるものではない。

ほかにも、犯罪収益移転防止法が一部改正され、電
話転送サービス事業者が規制対象の事業者に加えられ
た。東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波
法の特例に関する法律も成立し、被災地について地デ
ジ移行期限が延長された。さまざまな点で、法制度に大
きな変動があった1年であると言えよう。

資料4-1-4  整備されたインターネット関連法律

出所　著者が作成

法令（成立日順） 成立日 公布日
放送法等の一部を改正する法律 2010年11月26日 2010年12月 3日
犯罪収益移転防止法（改正） 2011年4月27日 2011年4月28日
電波法（改正） 2011年5月26日 2011年6月1日
電気通信事業法（改正） 2011年5月26日 2011年6月1日
日本電信電話株式会社等に関す
る法律（改正） 2011年5月26日 2011年6月1日

不正競争防止法（改正） 2011年5月31日 2011年6月8日
東日本大震災に伴う地上デジタ
ル放送に係る電波法の特例に関
する法律

2011年6月8日 2011年6月15日

情報処理の高度化等に対処する
ための刑法等の一部を改正する
法律（刑法・刑事訴訟法等の改正）

2011年6月17日 未定
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